「令和７年度　インターネット利用における啓発冊子（デジタル版）作成業務」
公募型プロポーザル仕様書

１ 業務目的
近年、デジタル技術やインターネットの急速な普及に伴い、多くの子どもたちがインターネットやデジタルデバイスを利用しており、低年齢層にも広がっている。学校現場等においても、デジタル端末（学習者用端末）等を活用しており、子どもたちはインターネットやデジタルデバイスに慣れ親しんでいる一方で、インターネットの長時間利用による生活習慣の乱れや子どもが絡むＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）トラブル等、課題も多く存在している。
そこで、インターネット利用を開始する年齢が低年齢化していること等を鑑み、インターネットやＳＮＳを利用する時のルール作りや安全な使わせ方などについての啓発冊子（デジタル版）を作成して、子どもたちの一番身近な存在である保護者に向けて啓発することで、家庭における情報モラルやインターネットリテラシー教育を支援することを目的とする。

２ 業務名称
　 令和７年度　インターネット利用における啓発冊子（デジタル版）作成業務

３ 履行機関
　 契約締結日～令和８年３月19日（木）

４ 業務内容
　 インターネット利用における啓発冊子（デジタル版）の作成
ア　サイズ　Ａ４版
イ　ページ数１２ページ程度（表紙・裏表紙含む）
その他見やすい規格・構成があればこの限りではない。
　　ウ　形式　ＰＤＦデータ
　　エ　色　カラー
　　オ　成果品の納入場所・納入期限
　　　　納入場所：大阪市東成区役所市民協働課　納入期限：令和８年３月19日（木）
　　　　ホームページに掲載するため、ＰＤＦデータをＣＤ－Ｒなどで東成区役所市民協働課へ納品するとともに、東成区役所市民協働課（tn0002@city.osaka.lg.jp）あてに電子メールにより提出すること。なお、データについては、必ず最新のパターンファイルに更新されたウイルスチェックソフトを使ってウイルスチェックを行い、本市の環境にコンピュータウイルスを侵入させないための処置を講じること。
　　カ　校正　３回（色校正含む）。ただし必要に応じて追加することがある。
　　キ　啓発冊子の内容
啓発冊子に掲載する内容については、東成区役所が実施した別紙「保護者アンケート」の結果（保護者が子どものインターネット利用に関して不安に思っていることや啓発冊子に盛り込んでほしい内容等）を踏まえ、必ず次の事項を盛り込んだ内容とすること。
1 子ども（幼児～中学生）のインターネット利用状況について
2 子どものインターネット利用にかかる課題について
・ネット依存や長時間利用による日常生活や学業等への悪影響
・ＳＮＳをきっかけとしたトラブルやいじめの発生
・ＳＮＳ投稿等による個人情報漏洩等
3 子どもがインターネットリテラシーを持って正しく安全にインターネットやＳＮＳを利用するために家庭で決めておくべきルールや保護者として気をつけておくべきポイントについて
4 インターネット上のトラブル等に関する相談窓口について
　　ク　企画・構成立案
[bookmark: _Hlk208999978]　　　　・幼児から中学生までの子を持つ保護者を対象とし、家庭における情報モラルやインターネットリテラシー教育に資する内容とすること
・企画、構成内容案について、契約締結後、速やかに発注者と協議すること。
[bookmark: _Hlk208999799]・絵や図を用いるなど、データとして理解しやすい内容となるよう工夫すること。
・必要な写真、図表等の素材は受注者において用意すること。
　　ケ　監修等
　　　　・上記「ク　企画・構成立案」に関しては東成区内の学校園やＰＴＡ等、東成区役所が必要と判断する団体等の意見を受けた場合は参考とすること。そのため、初校確認の日程は余裕をもってスケジュール管理をすること。
・子どもの情報モラルやインターネットリテラシー教育等に関する専門家の監修を受けて完成形とすること。

５ 再委託について
（１）契約書第16 条第１項に規定する「主たる部分」とは、委託業務における総合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等をいい、受注者はこれを再委託することはできない。
（２）受注者は、コピー、文書作成、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務の再委託にあたっては、発注者の承諾を必要としない。
（３）受注者は、上記（１）及び（２）に規定する業務以外の再委託にあたっては、書面により発注者の承諾を得なければならない。
なお、元請の契約金額が1,000 万円を超え契約の一部を再委託しているものについては、再委託相手先、再委託内容、再委託金額を公表する。
（４）地方自治法施行令第167 条の２第１項第２号の規定に基づき、契約の性質又は目的が競争入札に適さないとして、随意契約により契約を締結した委託業務においては、発注者は、前項に規定する承諾の申請があったときは、原則として業務委託料の３分の１以内で申請がなされた場合に限り、承諾を行うものとする。ただし、業務の性質上、これを超えることがやむを得ないと発注者が認めたとき、又は、コンペ方式若しくはプロポーザル方式で受注者を選定したときは、この限りではない。
（５）受注者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。
なお、再委託の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置の期間中の者、又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者であってはならない。

６ その他
（１）業務の遂行にあたっては、発注者と十分に協議して実施すること。
（２）大阪市グリーン調達方針（https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000224120.html）の判断の基準等を満たすこと。
（３）個人情報の取扱いについては、大阪市個人情報保護条例に基づき適切に管理し、本業務に関連する用途以外に使用しないこと。個人情報の漏えい、滅失、棄損の防止、その他個人情報保護に必要な措置を講じなければならない。
（４）本委託で生じる成果物の所有権・著作権については、大阪市に帰属する。また、版下データを他の媒体に使用することもある。
（５）受注者が本業務を遂行するにあたり必要となる経費は契約金額に含まれるものとし、本市は契約金額以外の費用は負担しない。
（６）本仕様に定めのない事項及び当該事業遂行中に疑義が生じた場合は、速やかに発注者に報告し、十分協議すること。

７ 留意事項
受注者は、委託業務を実施するうえで知り得た個人情報及び法人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人及び法人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置、体制を講じること。

８ 障がいのある人への合理的配慮の提供
受注者は、本業務が本市の事務又は事業を実施する事業者であることから、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25 年法律第65 号）及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（令和５年３月14日閣議決定）の趣旨に則り、本市が定めた「大阪市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を踏まえ、過重な負担が生じない範囲で、障がいのある人が障がいのない人と同等の機会が確保できるよう環境への配慮に努めるとともに、障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう、個々の場面において必要とする社会的障壁の除去について、合理的な配慮の提供に努めなければならない。

９ 提出先、問い合わせ先　
大阪市東成区市民協働課（担当：古山、鈴木）
〒537‐8501 大阪市東成区大今里西２丁目８番４号 大阪市東成区役所４階
電話：06‐6977‐9005 ファックス：06‐6972‐2738
E-MAIL：tn0002@city.osaka.lg.jp
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